
 

  

  

 

 

 ～誰もが自分らしく生活できる 

地域社会を目指して～ 
 

 

社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団 

ふれあい活動ホーム第２あかしあ 

（就労継続支援 B 型事業） 

〒253-0045 茅ヶ崎市十間坂 1-4-8 

TEL 0467-85-9160 

FAX 0467-85-9130 

アクセス  （ ＪＲ茅ヶ崎駅から徒歩８分 ） 

ＪＲ茅ヶ崎駅北口からエメロードを国道１号に向かって進み、

パン屋さんの角を左折し、右手に見える２階建ての建物（生き

がい会館）の１階が第２あかしあです。 

～ご利用までの流れ～ 
 

① 見学 

② ２週間ほどの体験実習 

③ 市町村担当課窓口にて申請 

申請の際、相談支援事業者等が作成する 

「サービス等利用計画」の提出も必要です 

④ 支給決定・受給者証の交付 

⑤ 利用契約 

⑥ 利用開始 

 

※就労継続支援 B 型を新規で利用する場合は

事前に就労移行支援事業所によるアセスメ

ントが必要な場合があります。 

 

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団 

～ 経営理念 ～ 

私たちは、きわめて公益性の高い社会福祉法

人として、誰もが人として尊ばれ、愛する地

域で自分らしく生活できる社会づくりに貢献

します。 

 

 

 

 

・ 法人本部  

〒253-0085 茅ヶ崎市矢畑 262-2 ＴＥＬ0467-83-9282 
 

・ つつじ学園 児童発達支援 / 保育所等訪問支援 

〒253-0025 茅ヶ崎市松が丘 2-8-51 ＴＥＬ0467-85-1246 
 

・ かめっこくらぶ（東海岸・松が丘）日中一時支援 

  〒253-0053 茅ヶ崎市東海岸北 3-7-44 TEL0467-86-7709 
・  

ふれあい活動ホーム赤羽根 就労移行支援 / 就労継続支援Ｂ型  

〒253-0001 茅ヶ崎市赤羽根 338-1 ＴＥＬ0467-52-1220 
 

・ ふれあい活動ホームあかしあ 生活介護  

〒253-0022 茅ヶ崎市松浪 1-10-4 ＴＥＬ0467-58-3300 
 

・ ふれあい活動ホーム第 2 あかしあ 就労継続支援 B 型  

〒253-0045 茅ヶ崎市十間坂 1-4-8 ＴＥＬ0467-85-9160 
 

・ ぐっじょぶ矢畑 就労継続支援 B 型  

〒253-0085 茅ヶ崎市矢畑 262-2 ＴＥＬ0467-83-9300 
 

・ あっとほーむ（小和田・松が丘・高田） 共同生活援助 

・ （問合せ：ふれあい活動ホームあかしあ ＴＥＬ0467-58-3300） 
・   

・ 相談支援センターつみき（つつじ学園内）   

〒253-0025 茅ヶ崎市松が丘 2-8-51 TEL0467-84-5220 
・  

 

 

 

 

至 東京至 小田原

交番

←エメロード

国道１号

北口

第２あかしあ
(生きがい会館1階)

八百屋

JR茅ケ崎駅

お茶屋

 

 
パン 



  

  

第２あかしあの一日 

８：５５ 体操・朝の会 

   ９：１０ 作業開始 

１０：１５ 休憩（１５分） 

１０：３０ 作業再開 

１２：００ 昼休み（６０分） 

１３：００ 作業再開 

１４：００ 休憩（１５分） 

１４：１５ 作業再開 

１５：１５ 清掃 

１５：２５ 帰りの会 

１５：３０ 解散 

 

フ ロ ア マ ッ プ 

※茅ヶ崎市生きがい会館１階が第２あかしあです。 

（２階：シルバー人材センター）。１階の一部はシルバー

人材センターと共有しています。 

 

 

ダンボール仕切り組み作業 

～第２あかしあの作業～ 

 

ダンボール仕切り組み作業 

 

切れ込み部分を

組み合わせ、格

子状の仕切りを

作ります 

ふれあい活動ホーム第２あかしあ 

 

～基本方針～ 

・障害のある方が、働きながら住み慣れた地

域で自立した生活ができるよう、それぞれ

の能力に応じた支援計画を作成し、支援し

ます。 

・利用者の個性や障害特性を尊重した、心の

かよいあうサービスを基本とした施設運

営に努めていきます。 

～施設概要～ 

設置主体  茅ヶ崎市 

事業内容  就労継続支援Ｂ型 

定  員  ２５名 

開 所 日   月曜日～金曜日 

(休日及び 1 月 2 日・3日、 

12 月 29日～31日を除く) 

サービス提供時間 ９：００～１５：３０ 

人員配置  施設長 1 名 

      サービス管理責任者１名 

生活支援員 1 名 

      職業指導員４名以上 

利 用 料   サービスを利用するにあたり、 

      利用料が発生する場合がありま 

す。利用料は個々の年収に応じ 

て減免されます。 

 

サーフボード修理グッズ作成作業 

 

資材の箱入

れやホチキ

ス止めをし

ています 

 

のり貼り、シール貼り作業 

 

決まった位

置に、ズレな

いように貼

ります 

  

施設外支援（喫茶業務） 
茅ヶ崎市役所内

の喫茶スペース

で喫茶業務の体

験実習をしてい

ます 
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